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 事務処理標準化ＷＧの進捗状況について 
１ 協議事項 
（１）資格事務の標準化 
（２）給付事務の適正化、標準化 
（３）県国保運営方針（事務処理標準化ＷＧに関すること） 
（４）保険税水準の統一について（事務処理標準化ＷＧに関すること） 
（５）その他事務処理標準化に関すること 
 
２ 構成団体 

熊谷市、行田市、戸田市、新座市、久喜市、三郷市、伊奈町、川島町、さいたま市、

埼玉県国民健康保険団体連合会、埼玉県 
 
３ 開催状況 
 第１回 令和４年５月１０日（火）１４：００～１６：００ 
 （議題）１ 事務処理標準化ワーキンググループについて 
     ２ 今後のスケジュール及び検討事項（案）について 
     ３ 一部負担金減免の統一基準について 
     ４ 保険税減免の統一基準について 
     ５ その他 
 第２回 令和４年７月２７日（水）１０：００～１０：５０ 
 （議題）１ 一部負担金減免の統一基準について 
     ２ 保険税減免の統一基準について 
     ３ その他 
 第３回 令和４年１１月１６日（水）１３：３０～１６：００ 
 （議題）１ グループ別検討の進捗状況について 
     ２ 保険税減免の統一基準について 
     ３ 第３期国民健康保険運営方針案について 
     ４ その他 
 
４ 検討状況 

別紙のとおり 
 
５ 今後の開催予定 

第４回を令和４年２月に開催予定 



別紙

項目 検討状況

○　令和９年度の保険税水準統一までに基準を統一することと
　している「保険税の減免基準」及び「一部負担金の減免基
　準」について検討を行っている。

○　より活発な意見交換のため、事務処理標準化ワーキンググ
　ループと並行して資格・保険税・給付のグループ別検討を開
　始した。

○　一部負担金減免の統一基準については国が示した減免基準
　に合わせることとした。

○　保険税の減免基準の統一について、「収入減」による減免
　要件及び減免割合、対象期間は「埼玉県後期高齢者医療広域
　連合の基準」を準用することとした。

○　「低所得」による減免の対象者は「生活保護法の規定によ
　る生活扶助を受ける者」のみとすることとした。

２　埼玉県国民健康保険
　　運営方針の見直しに
　　ついて

○　次期運営方針の保険給付の適正な実施及び事務の広域的
　・効率的な運営について、運営方針案を提示した。

事務処理標準化ワーキング・グループにおける検討状況

１　優先的に検討すべき
　　県内統一基準につい
　　て
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